
　

厚
生
労
働
省
は
、
一
月
一
八
日
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
度
の
年
金
額

を
前
年
度
と
比
べ
て
〇
・
一
％
引
上
げ
て
改
定
す
る
と
発
表
し
た
。
今
回
の
改

定
は
、
二
〇
〇
四
年
に
年
金
制
度
が
改
正
さ
れ
て
以
来
、
二
度
目
の
マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド
調
整
が
実
施
さ
れ
た
。
以
下
に
、
二
〇
一
九
年
度
年
金
改
定
の
概

要
を
報
告
す
る
。

　

図
表
１
に
こ
れ
か
ら
年
金
を
受
給
す
る
新
規
裁
定
者
の
年
金
額
を
例
示
し
て

い
る
が
、
国
民
年
金
（
満
額
・
一
人
分
）
で
六
七
円
ア
ッ
プ
の
月
額
六
万
五
〇

〇
八
円
、
厚
生
年
金
（
夫
婦
二
人
分
）

で
二
二
七
円
ア
ッ
プ
の
二
二
万
一
五
〇

四
円
に
本
年
四
月
か
ら
改
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
今
回
は
〇
・
一
％
と
わ
ず

か
な
引
上
げ
だ
が
、
図
表
２
の
と
お
り

二
〇
〇
五
年
以
降
を
見
て
も
、
年
金
額

が
プ
ラ
ス
に
改
定
さ
れ
た
の
は
、
二
〇

一
五
年
（
〇
・
九
％
）
と
今
回
の
二
回

だ
け
で
あ
る
。

 　

年
金
額
の
改
定
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、

新
規
裁
定
者
の
年
金
は
賃
金
変
動
率
に

応
じ
て
、
ま
た
、
す
で
に
受
給
し
て
い

る
既
裁
定
者
の
年
金
は
物
価
変
動
率
に

連
動
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
は
物
価
変
動
率
と
賃
金

変
動
率
の
組
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
様
々

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
改
定

ル
ー
ル
は
非
常
に
複
雑
化
し
て
い
る
。

　

今
回
の
よ
う
な
物
価
変
動
率
（
一
・

〇
％
）
が
賃
金
変
動
率
（
〇
・
六
％
）

よ
り
も
高
い
ケ
ー
ス
で
は
、
新
規
裁
定

年
金
・
既
裁
定
年
金
と
も
に
賃
金
変
動

率
で
改
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た

め
、
〇
・
六
％
を
用
い
て
い
る
（
図
表

３
）
。

 　

本
来
の
改
定
率
は
賃
金
変
動
率
の

〇
・
六
％
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
マ

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
が
発
動
さ
れ

た
た
め
、
改
定
率
が
引
下
げ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

と
は
、
二
〇
〇
四
年
の
年
金
制
度
改
正

で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
年
金
の
支
え

手
で
あ
る
現
役
人
口
の
減
少
や
平
均
余

命
の
伸
び
の
程
度
に
応
じ
て
、
年
金
の

給
付
水
準
を
自
動
的
に
調
整
す
る
仕
組

み
で
あ
る
。

　

こ
の
二
〇
一
九
年
度
の
マ
ク
ロ
経
済

ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
は
▲

〇
・
二
％
と
算
出
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

前
年
の
二
〇
一
八
年
度
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
に
よ
る
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
▲
〇
・
三
％

が
未
調
整
分
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
未

調
整
分
を
翌
年
以
降
に
繰
り
越
す
こ
と
の
で

き
る
「
キ
ャ
リ
ー
オ
ー
バ
ー
制
度
」
が
二
〇

一
八
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
た
め
、
結
果
と

し
て
、
図
表
３
の
と
お
り
〇
・
六
％
か
ら
▲

〇
・
二
％
と
▲
〇
・
三
％
が
差
し
引
か
れ
、

二
〇
一
九
年
度
の
年
金
改
定
は
＋
〇
・
一
％

に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

二
〇
一
九
年
度
の
年
金
額
の
改
定
率
が
わ
ず
か
で
あ
る
が
プ
ラ
ス
と
な
っ
た

の
は
、
最
近
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
率
が
、
以
前
と
比
べ
て
年
々
減

少
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
図
表
４
に
、
二
〇
一
四
年
か
ら
の
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
の
見
通
し
と
実
績
の
推
移
を
掲
載
し
た
。
実
績
の
調

整
率
を
み
る
と
、
二
〇
一
四
年
が
▲
一
・
〇
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
年
々
減
少

し
、
二
〇
一
九
年
に
は
▲
〇
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
率
は
、
公
的
年

金
被
保
険
者
数
の
変
動
率
と
平
均
余
命
の
伸
び
率

を
乗
じ
て
求
め
ら
れ
る
が
、
平
均
余
命
の
伸
び
率

は
▲
〇
・
三
％
と
い
う
定
率
と
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
調
整
率
の
変
化
に
影
響
を
及
ぼ
す
の

は
、
公
的
年
金
被
保
険
者
数
の
変
動
率
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　　

公
的
年
金
被
保
険
者
数
の
変
動
率
は
い
ま
ま
で

マ
イ
ナ
ス
か
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
一
九

年
度
に
〇
・
一
％
の
プ
ラ
ス
に
転
じ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
六
五
歳
引

き
上
げ
に
と
も
な
っ
て
、
高
齢
者
雇
用
が
段
階
的

に
進
ん
で
お
り
、
公
的
年
金
の
加
入
者
数
が
事
前

の
想
定
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
厚
生
年
金
財
政
に
プ
ラ

ス
の
好
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
現
在
、
地
公

退
が
取
り
組
ん
で
い
る
短
時
間
労
働
者
へ
の
被
用

者
年
金
の
適
用
拡
大
、
年
金
受
給
開
始
時
期
の
選

択
幅
の
拡
大
、
加
入
者
の
選
択
権
を
前
提
と
し
た

国
民
年
金
拠
出
期
間
の
延
長
な
ど
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
、
年
金
財
政
に
良

い
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

間
も
な
く
、
五
年
ぶ
り
に
公
的
年
金
の
財
政
検
証
結
果
が
公
表
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
来
年
の
通
常
国
会
に
む
け
て
、
年
金
改
正
の
議
論

が
本
格
化
す
る
。
地
公
退
は
、
退
職
者
連
合
に
結
集
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安

定
し
た
公
的
年
金
制
度
の
確
立
に
む
け
て
、
取
り
組
み
を
強
め
て
い
く
。

平成30年度
（月額）

平成31年度
（月額）

差

（老齢基礎年金（満額):
１人分）

64,941円

（夫婦２人分の老齢基礎年
金を含む標準的な年金額）

221,277円

出所：厚生労働省

図表１　平成31年度の新規裁定者（67歳以下の方）の年金額の例 

国民年金

厚生年金※

67円65,008円

227円221,504円

※　厚生年金は、夫が平均的収入（平均標準報酬（賞与含む月額換算）42.8万
円）で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受
け取り始める場合の給付水準です。

図表２ 年金額改定率の推移 

出所：社会保障審議会年金部会（2018年７月30日）のデータをもとに作成
（注）2013年度は、特例水準解消のため10月に▲1.0％の改定が行われた。

0.0
▲0.3 ▲0.4

▲0.3

▲1.0
▲0.7

0.9

0.0
▲0.1

0.0 0.1

年
金
額
改
定
率
（
％
）

年度

0.0 0.0 0.0 0.0

1.0

0.5

0.0

▲0.5

▲1.0

▲1.5

図表３　2019年度年金改定のイメージ

▲０．３％
前年度までのマクロ経済
スライドの未調整分

▲０．２％
マクロ経済スライドに
よるスライド調整率

＋０．１％
平成31年度年金額改定率

出所：厚生労働省のデータをもとに地公退作成

０
・
６
％

賃
金
変
動
率

図表４ マクロ経済スライド調整率の見通しと実績の推移 
単位：％

見通し

実　績

（注２）2016年度から2018年度は名目下限措置によりマクロ経済スライドは非適用

出所：厚生労働省のデータをもとに地公退作成

（注１）見通しは2014年財政検証における「労働市場への参加が進むケース」の試算値

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 1.0 ▲ 0.9

▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.7 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.2
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安
倍
政
権
は
こ
の
間
、
国
政
選
挙
の
前
に
は
猫
な
で
声
を
出
し
、
選
挙
後
に

は
強
権
的
・
反
動
的
暴
走
を
繰
り
返
し
て
来
た
。
根
底
に
〝
国
民
は
苦
い
話
・

怒
り
は
す
ぐ
忘
れ
る
、
選
挙
前
は
薄
ら
笑
い
、
選
挙
後
に
は
何
で
も
あ
り
が
、

統
治
の
手
口
〟
と
い
う
深
い
国
民
蔑
視
が
あ
る
。
今
年
も
同
じ
手
口
で
騙
さ
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

＊ 

一
三
年
七
月
参
院
選
：
選
挙
前
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
選

挙
後
の
一
二
月
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
強
行
（
一
四
年
一
二
月
施
行
）
、

一
四
年
七
月
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
閣
議
決
定
。

＊ 

一
四
年
一
二
月
総
選
挙
：
選
挙
前
は
消
費
税
引
き
上
げ
延
期
表
明
、
三

分
の
二
議
席
を
確
保
す
る
や
、
直
後
に
「
戦
争
法
」
を
提
起
し
、
一
五

年
九
月
に
強
行
（
一
六
年
三
月
施
行
）
。

＊ 

一
六
年
七
月
参
院
選
：
選
挙
前
は
二
回
目
の
消
費
税
引
き
上
げ
延
期
表

明
、
結
果
は
自
民
党
単
独
過
半
数
確
保
、
選
挙
後
の
一
七
年
六
月
「
共

謀
罪
法
」
強
行
（
一
七
年
七
月
施
行
）

＊ 

一
七
年
一
〇
月
総
選
挙
：
与
党
「
勝
利
」
で
、
今
度
は
正
面
か
ら
改
憲
に

(

一)
 　

経
済
財
政
諮
問
会
議
（
内
閣
府
・
実
質
経
産
省
）
は
一
八
年
六
月
一
五

日
に
二
〇
一
九
～
二
一
年
度
を
統
制
す
る
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基

本
方
針
（
骨
太
方
針
）
二
〇
一
八
」
を
決
め
、
同
日
閣
議
決
定
。
こ
れ
に

続
き
一
二
月
二
〇
日
に
六
一
項
目
の
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程

表
を
発
表
。

　
　

 　

工
程
表
は
「
骨
太
二
〇
一
五
工
程
表
の
積
み
残
し
四
四
項
目
」
の
確
実

な
履
行
の
再
掲
を
含
む
六
一
項
目
に
つ
い
て
一
九
～
二
一
年
度
に
実
施
す

べ
き
と
し
、
認
め
が
た
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
工
程
表
は

六
月
の
基
本
方
針
に
続
い
て
選
挙
を
意
識
し
て
、
予
防
や
健
康
づ
く
り
、

雇
用
環
境
な
ど
を
前
面
に
出
し
、
骨
太
二
〇
一
五
工
程
表
の
よ
う
な
露
骨

な
給
付
削
減
・
負
担
増
を
実
施
時
期
付
で
指
示
す
る
形
を
隠
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
参
院
選
後
に
は
、
「
未
来
投
資
会
議
」
が
予
定
し
て
い
る

「
経
済
政
策
の
方
向
性
（
一
一
月
二
六
日
中
間
整
理
ま
と
め
、
来
夏
決

定
）
」
と
合
わ
せ
て
本
音
の
工
程
表
を
出
し
て
く
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

(

二)

　

傍
若
無
人
な
「
経
済
産
業
省
」
が
政
策
を
振
り
付
け

　
　

 　

市
場
原
理
主
義
者
が
主
流
の
経
済
産
業
省
は
社
会
保
障
を
敵
視
し
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
商
品
化
し
て
営
利
事
業
に
委
ね
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

 　

政
権
は
「
経
済
財
政
諮
問
会
議
」
「
財
政
制
度
等
審
議
会
」
と
い
う
装

置
に
加
え
て
「
未
来
投
資
会
議
」
「
規
制
改
革
推
進
会
議
」
「
国
家
戦
略
特

別
地
域
諮
問
会
議
」
な
ど
、
経
済
産
業
省
と
そ
の
周
辺
で
市
場
原
理
主
義

を
鼓
吹
す
る
常
連
メ
ン
バ
ー
に
社
会
保
障
の
在
り
方
を
仕
切
ら
せ
よ
う
と

し
て
い
る
。

　
　

＊ 

「
オ
リ
ッ
ク
ス
元
社
長
：
宮
内
義
彦
」
、
「
パ
ソ
ナ
会
長
：
竹
中
平
蔵
」

な
ど
、
こ
れ
ら
の
会
議
の
過
去
・
現
在
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
、
公
益
の

た
め
の
会
議
を
使
っ
て
臆
面
も
な
く
自
社
の
私
益
を
図
っ
て
い
る
（
利

益
相
反
）
。

(

一)
 　

財
政
制
度
等
審
議
会
（
財
務
省
）
は
五
月
二
三
日
、
財
政
健
全
化
計
画

の
基
本
的
考
え
方
と
い
う
位
置
づ
け
で
「
新
た
な
財
政
健
全
化
計
画
等
に

関
す
る
建
議
」
を
行
っ
た
。
五
月
の
建
議
で
は
、
骨
太
二
〇
一
五
工
程
表

四
四
項
目
の
や
り
残
し
完
全
実
施
を
含
め
医
療
・
介
護
で
二
三
項
目
、
年

金
で
二
項
目
を
提
起
、
与
党
の
一
部
か
ら
批
判
が
出
る
ほ
ど
露
骨
な
社
会

保
障
抑
制
案
を
提
起
し
た
。

　
　

例
示
す
れ
ば

　
　

＊
年
金
支
給
開
始
年
齢
引
き
上
げ
（
受
給
開
始
年
齢
と
は
別
の
概
念
）

　
　

＊
後
期
高
齢
者
医
療
窓
口
負
担
一
割⇒

二
割
化

　
　

＊
医
療
保
険
給
付
率
の
自
動
調
整

　
　

＊
介
護
保
険
利
用
者
負
担
一
割⇒

二
割
化

　
　

＊
金
融
資
産
を
考
慮
に
入
れ
た
医
療
保
険
の
自
己
負
担

　
　

＊
就
労
人
口
数
に
連
動
す
る
医
療
保
険
給
付
率

(

二)
 　

こ
れ
に
続
い
て
一
一
月
二
〇
日
に
「
平
成
三
一
年
度
予
算
編
成
に
関
す

る
建
議
」
を
行
っ
た
。
一
一
月
建
議
で
は
、
五
月
建
議
か
ら
一
部
表
現
を

変
え
た
部
分
も
あ
る
が
、
基
本
は
変
わ
ら
ず
、
多
く
の
社
会
保
障
抑
制
を

露
骨
に
提
言
し
て
い
る
。

　
　

 　

た
だ
「
平
成
財
政
の
総
括
」
の
項
で
は
〝
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
水
準

に
匹
敵
す
る
債
務
を
う
ん
だ
財
政
運
営
〟
〝
負
担
の
軽
減
・
先
送
り
を
求

め
る
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
の
圧
力
に
負
け
て
負
担
を
先
送
り
〟
〝
消
費
税
導

入
と
率
の
引
き
上
げ
を
行
っ
た
が
、
所
得
税
と
法
人
税
の
制
度
減
税
に
よ

り
一
九
九
〇
年
度
と
二
〇
一
八
年
度
の
税
収
額
は
ほ
ぼ
同
水
準
〟
を
指
摘

す
る
な
ど
、
目
を
引
く
部
分
も
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
指
摘
を
す
る
の
な
ら

社
会
保
障
給
付
削
減
に
力
を
注
ぐ
の
で
は
な
く
、
最
大
の
フ
リ
ー
ラ
イ

ダ
ー
で
あ
る
財
界
（
審
議
会
会
長
の
出
身
母
体
）
に
法
人
税
負
担
で
社
会

的
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
呼
び
か
け
る
べ
き
だ
し
、
主
と
し
て
富
裕
層
が

受
益
し
て
い
る
株
式
譲
渡
益
・
金
融
取
引
益
課
税
の
総
合
課
税
化
を
こ
そ

実
施
す
べ
き
だ
。

　

一
二
月
二
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
二
〇
一
九
年
度
予
算
案
は
、
一
般
会
計

予
算
額
と
し
て
過
去
最
大
の
一
〇
一
・
一
兆
規
模
で
、
新
規
国
債
発
行
額
を
減

少
（
三
五
・
四
兆⇒

三
二
・
七
兆
）
、
全
世
代
型
社
会
保
障
の
充
実
な
ど
を
標

榜
し
て
い
る
。
し
か
し
内
実
は
、
バ
ブ
ル
期
並
み
の
税
収
見
込
み
で
国
債
発
行

額
を
少
な
く
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
骨
太
一
八
工
程

表
の
六
一
項
目
に
沿
っ
て
一
九
年
度
も
ま
た
給
付
抑
制
、
負
担
増
を
組
み
込
ん

で
自
然
増
六
〇
〇
〇
億
円
を
四
八
〇
〇
億
円
に
抑
え
こ
ん
だ
。
反
面
、
消
費
増

税
対
策
費
用
（
二
・
三
兆
）
と
、
中
期
防
対
象
経
費
の
新
規
後
年
度
負
担
を
含

め
て
「
防
衛
費
（
六
六
三
億
）
」
は
拡
大
し
た
。

　

社
会
保
障
予
算
は
参
院
選
挙
前
の
た
め
、
骨
太
一
八
工
程
表
や
財
政
審
建
議

の
負
担
増
・
給
付
削
減
の
メ
ニ
ュ
ー
は
初
年
度
当
初
予
算
分
の
み
し
か
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、
選
挙
後
の
動
向
監
視
が
不
可
欠
。
数
少
な
い
前
進
と
し
て
は
「
新

し
い
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
に
基
づ
く
施
策
と
し
て
「
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償

化
」
「
待
機
児
解
消
」
「
保
育
士
・
介
護
人
材
・
障
害
福
祉
人
材
の
処
遇
改
善
」

が
計
上
さ
れ
た
、
確
実
な
実
施
を
求
め
る
。

　

一
二
月
一
四
日
の
与
党
税
調
の
二
〇
一
九
年
度
税
制
改
正
大
綱
決
定
を
経
て
、

政
府
は
一
二
月
二
一
日
に
二
〇
一
九
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
・
公
表
し
た
。

　

予
算
と
セ
ッ
ト
で
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
様
々
な
対
策
に
二
兆
円
を
注

ぎ
込
み
、
公
明
党
と
一
部
メ
デ
ィ
ア
が
主
導
し
た
軽
減
税
率
の
た
め
に
「
低
所

得
者
の
医
療
や
介
護
の
負
担
を
軽
減
す
る
総
合
合
算
制
度
見
送
り
四
千
億
」

「
そ
の
他
の
社
会
保
障
抑
制
一
千
億
」
な
ど
を
犠
牲
に
し
た
。

　

い
わ
ば
、
消
費
税
引
き
上
げ
の
た
め
に
は
何
で
も
あ
り
、
選
挙
対
策
の
税
制

改
正
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
と
り
わ
け
軽
減
税
率
導
入
は
、
税
の
持
つ
べ

き
三
原
則
「
公
平
・
簡
素
・
中
立
」
の
全
て
に
抵
触
す
る
税
制
の
堕
落
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
「
人
生
一
〇
〇
年
時
代
の
少
子
高
齢
社
会
で
の
国
民
の
安
心
」

「
所
得
・
資
産
・
地
域
な
ど
格
差
の
拡
大
す
る
日
本
の
改
革
」
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
た
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
お
け
る
公
正
な
税
制
」
「
格
差
是
正
・
所
得
再
分
配
機

能
強
化
」
「
社
会
保
障
財
源
確
保
」
な
ど
急
ぎ
実
施
す
べ
き
税
制
改
革
は
進
ま

な
か
っ
た
。

※ 　

退
連
は
、
①
所
得
税
の
総
合
課
税
化
、
当
面
の
金
融
所
得
課
税
引
き
上
げ

　

②
婚
姻
歴
が
な
い
未
婚
の
ひ
と
り
親
控
除　

③
消
費
税
軽
減
税
率
導
入
反

対　

④
国
際
連
帯
税
新
設
（
「
国
際
観
光
旅
客
税
」
か
ら
の
切
り
替
え
、
「
金

融
取
引
税
」
の
新
設
）
な
ど
の
春
要
求
を
提
起
し
て
い
る
。


